
パットマンアフェリエイト業務委託契約 

 
 委託者 ロボットスイング研究所 柳橋昌⾏（以下「甲」という）とパットマンアフェリエイター
（業務受託者、以下「⼄」という）とは、次の条項によりパットマン業務委託契約（以下「本契約」と
いう）を締結する。本契約は⼄がパットマンのホームページにて業務委託登録をした時点で効⼒を発
し、本契約に同意したものとする。 
 
（業務の⽬的） 
第1条 甲は、下記に定める業務（以下「本業務」という）を⼄に委託し、⼄はこれを受託するものと

する。なお、本業務の詳細及び具体的遂⾏⽅法等についてはパットマンのホームページにて
提⽰する。 
（１） ウェブアプリ・パットマンに関する広告及び紹介業務。また、それに関係する⼀切の

業務。 
 
（本業務内容等の変更） 
第2条 甲は、⾃⼰の都合により本業務の内容を変更する必要が⽣じたときは、これを変更することが

できる。また、これにより契約⾦額等の変更を⾏う必要があるときは、甲の定めるところによ
り、これを変更する。 

2. 前項に基づき本業務の内容⼜は契約⾦額等の変更が⾏われる場合は、甲は事前に⼄に告知し、
⼄は変更内容を確認する。 

 
（第三者の知的財産権等） 
第3条  ⼄は、⾃⼰の費⽤と責任により、本業務の遂⾏及び本業務の成果を利⽤するに際し必要な⼀切

の知的財産権に係る許諾、その他必要な合意、承認を取得することとする。また、本業務の遂
⾏及び本業務の成果の利⽤に際し、第三者の知的財産権その他の権利を侵害しないこととす
る。 

2. 本業務の遂⾏⼜は本業務の成果の利⽤に関し、第三者の知的財産権その他の権利を侵害して
いる、⼜は侵害している可能性があるとして問い合わせ、苦情、紛争等（以下、「紛争等」と
いう。）が発⽣したときは、⼄は、訴訟費⽤を含む全ての費⽤を負担して紛争等を処理、解決
するものとし、甲が被った損害についても賠償するものとする。この場合、⼄は、紛争等の対
処⽅法及び解決⽅法の決定について、甲と事前に協議の上対応にあたるものとし、その進捗
状況を甲に連絡するものとする。但し、紛争等が専ら甲の指⽰・指図に起因する場合におい
て、⼄がこれらの指⽰等が不適切であることを知りながら告げなかったときは、この限りで
はない。 

 
（資料等の提供） 
第4条 甲は、⼄に対し本業務の遂⾏のために甲が必要と認める資料（以下、「業務資料」という。）を



パットマンのホームページにて提⽰する。 
2. ⼄は、事前に甲の書⾯による承諾を得ない限り、業務資料を複製、改変することはできない。 
3. ⼄は、業務資料（その複製･改変物を含む）を他の資料等と明確に区別し、善良なる管理者の
注意をもって保管し、本業務遂⾏の⽬的以外に使⽤⼜は利⽤しない。 

4. ⼄は、業務資料（その複製･改変物を含む）が不要となったとき、甲が要求したとき⼜は本契
約が終了（解除、解約の場合を含む）したときに、業務資料を速やかに破棄する。 

 
（法令上の責任） 
第5条 ⼄は、本業務の遂⾏にあたり、不当景品類及び不当表⽰防⽌法等、関連法令を遵守するものと

する。 
 
（知的財産権） 
第6条 本業務の遂⾏の過程で発⽣した発明・考案等（以下、「発明等」という。）から⽣じた特許権（ま

たは、特許を受ける権利）・実⽤新案権その他の知的財産権（特許その他の知的財産権を受ける
権利を含む。但し、著作権は除く。）、ノウハウ等（以下、総称して「特許権等」という。）が発
⽣する場合の権利の帰属は、甲に帰属するものとする。 

2．成果物（中途成果物を含む。以下同じ）に関する著作権（著作権法第 27条及び 28条の権 利
を含む。）が発⽣する場合の権利の帰属は、⼄⼜は第三者が従前から保有していた著作物の著作
権を除き、甲に帰属するものとする。 
３．⼄は、著作物の利⽤について著作者⼈格権を⾏使しないものとする。 

 
（⼿数料） 
第7条  甲は、本業務の⼀切の対価として、⼄の本業務によって獲得したユーザー1名あたり⽉額９０

円（以下、「⽉額払い」という。）、または年額７００円（以下、「年額払い」という。）の⼿数
料（税込み）を当該ユーザーがパットマンを使⽤し、ユーザーが⼿数料の⽀払をしている期
間、⽀払うものとする。但し、年額払いの場合は、当該ユーザーの⽀払があった⽉とする。 

２．各⾦額の設定については、甲から⼄に対して、合理的な⾦額変更に関する理由を説明した上
で、甲⼄協議の上、変更することができる。 

    ※英語版ユーザー登録で利⽤料を＄選択した場合は、⽉額＄１．２５（⽉額払い）、または年
額＄１０．００（年額払い）の⼿数料とする。 

 
（⽀払） 
第8条  甲は、⼄の本業務によって獲得したユーザーが⽀払った使⽤料の合計額を集計し、第７条に基

づいて⼿数料を算出する。 
2. 甲は、第 7 条における⽀払いが⽉額払い⼜は年額払いを問わず、⼄の⼿数料が１万円（ドル
通貨は＄１００）を超えた翌⽉末⽇までには、その⾦額から送⾦に関する⼀切の⼿数料を差
し引いた残りの⾦額を⼄の指定する⾦融機関の⼝座に振込むことによって⽀払うものとする。
但し、⼄に⽇本国内の⾦融機関⼝座がない場合には、PayPalによって⽀払うものとし、⼄は、



本契約締結前に PayPalに登録し、甲にこれを報告しなければならない。 
3. 同条 2 項の⽀払後において発⽣した⼿数料についても、再度合計額が 1万円（ドル通貨は＄１
００）を超えれば、同項に従い同様に⽀払うものとする。 

 
（契約の解除） 
第9条  甲⼜は⼄は、相⼿⽅が本契約の規定に違反した場合、本契約に別段の定めがある場合を除き、相

⼿⽅に対し違反是正期間として２0 ⽇の相当期間を定めて債務の本旨に基づく履⾏をなすよう催
告し、当該期間内に履⾏がなされない場合には、当該期間の経過をもって本契約の全部⼜は⼀部
を解除することができる。この場合、契約を解除した者は契約を解除された者に対し、被った損
害の賠償を請求することができる。 

2. 甲⼜は⼄は、相⼿⽅が次の各号に該当する場合、何らの通知⼜は催告を要せず、直ちに本契約
の全部⼜は⼀部を解除し、被った損害の賠償を請求することができる。 
(1) 本契約の規定に違反があり、当該違反の性質等に照らし、違反を是正することが困難であ

るとき。 
(2) 本契約の規定に違反があり、当該違反の性質等に照らし、その後の相⼿⽅において、違反

を是正しても本契約の⽬的を達成することが困難であるとき。 
(3) 正当な理由なく、本契約の義務を履⾏する⾒込みがないと認められるとき。 
(4) ⾃らにつき⽀払の停⽌があったとき、⽀払不能の状態に陥ったとき。また、破産⼿続開始、
⺠事再⽣⼿続開始、会社更⽣⼿続開始若しくは特別清算開始の申⽴てがあったとき。 

(5) ⼿形交換所の取引停⽌処分を受けたとき、⼜は⾃らを債務者とする仮差押え、保全差押え
若しくは差押えの命令、通知が発送されたとき。 

(6) 相⼿⽅に重⼤な危害⼜は損害を及ぼしたとき。 
(7) その他、本契約を継続できないと認められる相当の事由があるとき。 

 
（損害賠償） 
第10条  甲⼜は⼄による本契約上の義務違反によって相⼿⽅が損害を被った場合は、損害を被った当

事者は、相⼿⽅（以下、「被請求者」という。）に対して損害賠償を請求することができる。 
2. 前項に定める損害賠償の範囲は、通常⽣ずべき損害とする。但し、特別の事情により⽣じた損

害であっても、被請求者がその事情を予⾒することができたものについては、その範囲に含
まれるものとする。なお、被請求者は、相⼿⽅が⽀出した合理的な弁護⼠費⽤その他の費⽤を
負担するものとする。 

 
（権利義務の移転） 
第11条  ⼄は、本契約に基づき甲に対して有する権利⼜は義務の全部⼜は⼀部を第三者に譲渡し、承継

させ、⼜は担保に供してはならない。 
 
（甲の都合による解約） 
第12条  甲は､⾃⼰の都合によりいつでも本契約の全部⼜は⼀部を解約することができる。この場合、



甲は解約時までの⼄の⼿数料を⼄に⽀払うものとする。但し、解約時の時点で、⼄の⼿数料が
１万円（ドル通貨は＄１００）を超えない場合は、甲から⼄への⼿数料の⽀払はされないもの
とし、⼄は、これに対して何らの異議を述べないこととする。 

 
（⼄の都合による解約） 
第13条  ⼄は､⾃⼰の都合によりいつでも本契約の全部⼜は⼀部を解約することができる。この場合、甲は

解約時までの⼄の⼿数料を⼄に⽀払うものとする。但し、⼄の⼿数料が１万円（ドル通貨は＄１
００）を超えない場合は、前条但書と同様とする。 
 

（守秘義務） 
第14条  ⼄は、甲の事前の書⾯による承諾なくして、本契約の存在、内容、成果及び本契約のアイディ

ア、ノウハウ、データ等の甲の技術上、営業上、業務上の⼀切の情報（以下、「秘密情報」と
いう。）を本業務遂⾏の⽬的以外に使⽤せず、第三者に開⽰、漏洩してはならない。 

2. 前項の規定にかかわらず、⼄が次の各号に該当することを⽴証した場合は、秘密情報には含
まれないものとする。 
(1) ⾃⼰の責めに帰すことのできない事由により、提供の時点で既に公知であるか⼜は提供後に公

知となった場合。 
(2) 提供の時点で既に保有していた場合。 
(3) 第三者から守秘義務を負うことなく適法に⼊⼿した場合。 
(4) 独⾃に開発した場合。 

3. ⼄は､⾃⼰の社員⼜は第三者に秘密情報を使⽤させた場合、当該社員⼜は第三者に本契約と同
様の守秘義務を課すとともに、当該社員（退職⼜は退任後も含む）⼜は第三者が守秘義務に違
反することのないように、必要な措置を講じなければならない。 

4. 本条の規定については、本契約の終了にかかわらず、その効⼒は消滅せず、なお有効に存続す
るものとする。 

 
（反社会的勢⼒の排除） 
第15条  甲及び⼄は、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しな

いことを表明する。 
(1) ⾃ら⼜は⾃らの役員が、暴⼒団、暴⼒団員、暴⼒団員でなくなった時から 5 年を経過しな

い者、暴⼒団準構成員、暴⼒団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ⼜は特殊知能暴
⼒集団等その他これらに準じる者（以下、「暴⼒団員等」という。）であること。 

(2) 暴⼒団員等が経営を⽀配していると認められる会社等と関係を有すること。 
(3) 暴⼒団員等が経営に実質的に関与していると認められる会社等と関係を有すること。 
(4) ⾃ら若しくは第三者の不正の利益を図る⽬的⼜は第三者に損害を加える⽬的をもってす

るなど、暴⼒団員等を利⽤している者と関係を有すること。 
(5) 暴⼒団員等に対して資⾦等を提供し、⼜は便宜を供与するなどにしている者と関係を有す

ること。 



(6) ⾃らの役員⼜は⾃らの経営に実質的に関与している者が、暴⼒団員等と社会的に⾮難され
るような関係を有すること。 

2. 甲及び⼄は、⾃ら⼜は第三者を利⽤して次の各号に該当する⾏為を⾏わないことを保証する。 
(1) 暴⼒的な要求⾏為。 
(2) 法的な責任を超えた不当な要求⾏為。 
(3) 取引に関して脅迫的な⾔動をし、⼜は暴⼒を⽤いる⾏為。 
(4) ⾵説を流布し、偽計を⽤い⼜は威⼒を⽤いて相⼿⽅の信⽤を毀損し、⼜は相⼿⽅の業務を
妨害する⾏為。 

(5) その他前各号に準ずる⾏為。 
3. 甲及び⼄は、相⼿⽅が前⼀項⼜は⼆項に違反した場合は、通知⼜は催告等何らの⼿続きを要し

ないで、直ちに本契約を解除することができる。 
4. ⼄は、本契約を履⾏するにあたり業務を委託する契約、原材料等を購⼊する契約その他本契約

に関連する契約（以下、「関連契約」という。）の相⼿⽅（以下、「⼄委託先事業者」といい、
関連契約が数次に渡る場合は、その全てを含む。）が次の各号に該当したときは、速やかに関
連契約の解除その他の必要な措置を取らなければならない。 
(1) ⼄委託先事業者が第⼀項各号に該当することが判明したとき。 
(2) ⼄委託先事業者が⾃ら⼜は第三者を利⽤して、第⼆項各号に掲げる⾏為をしたとき。 

5. 甲は、⼄が前項に違反した場合は、通知⼜は催告等何らの⼿続きを要しないで、直ちに本契約
を解除することができる。 

6. 甲及び⼄は、第三項⼜は前項の規定により本契約を解除した場合、相⼿⽅に損害が⽣じても、
その賠償責任を負わないものとする。 

 
（紛争の解決） 
第16条  甲及び⼄は、本契約に関する⼀切の紛争について、甲の本店所在地を管轄する裁判所をもっ

て、第⼀審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。 
 
（協議解決） 
第17条  本契約の解釈及びその他の事項につき⽣じた疑義や本契約に規定のない事項については、甲

⼄双⽅が誠意をもって協議し、解決をするものとする。 
 
（準拠法） 
第18条  本契約の成⽴、効⼒、解釈及び履⾏については、⽇本法に準拠するものとする。なお、本契約

は⽇本語にて作成された条⽂が有効であり、インターネット上で翻訳されている本契約の⽂章は
参考資料とする。 

 
 
2022年 10⽉ 1⽇制定 
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